
二輪車リサイクルシステムが変更されます（平成２３年１０月から） 

 

平成１６年１０月１日より廃棄二輪車の適正処理・再資源化を推進するため、国内メー

カー等１６社が国内で販売した二輪車（以下、引取対象車両）のリサイクルシステムが開

始され、下記のリサイクルマークの無いものはリサイクル料金の払込が必要でしたが、平

成２３年１０月より、リサイクルマークの有無に関係なくリサイクル料金の払込が不要と

なります。 

 

岡山県内の指定引取窓口の検索はこちらから 

 

ただし、下記のマークを掲示している廃棄二輪車取扱店へのお持込みの場合、別途、収集・

運搬料金が必要となります。 

 

浅口市内の廃棄二輪車取扱店の検索はこちらから 

 引取対象車両や手続きなどの二輪車リサイクルシステムの詳細は、下記の二輪車リサイ

クルコールセンターまでお問い合わせいただくか、財団法人自動車リサイクル促進センタ

ーのホームページをご覧ください。 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/reception/index07.html#okayama
http://www.zenkeijikyo.or.jp/cgibin/zksearch.cgi?id=33216
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/


・二輪車リサイクルコールセンター  

・［電話］ ０３－３５９８－８０７５  

・［受付時間］ ９：３０～１７：００（土・日、祝日、年末年始等は除く。） 

 

 


